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２０２５年（令和７年）１１月 

 

福山市立地適正化計画の計画期間について 

 

１ 趣 旨 

福山市立地適正化計画（以下「本計画」という。）は、２０２０年（令和２

年）４月に作成・公表している。 

本計画に記載している「計画期間」について、本計画が５年間で終了するか

のような不明瞭な表現となっているため、次のとおり整理するもの。 

 

２ 現 状 

本計画の「計画期間」については、「２０５０年（令和３２年）の都市の姿

を見据えつつ、本計画の計画期間は２０２５年（令和７年）とする。」と記載

している。（図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、都市再生特別措置法第８４条第１項の規定に基づき、ＰＤＣＡを

適切に実施する必要があるため、居住の誘導等に関する目標値の達成状況を確

認する「期間」を５年後の２０２５年（令和７年）としている。 

 

３ 整理の結果 

現在記載している２０２５年（令和７年）は、この５年間で本計画が終了す

るとした趣旨ではなく、目標値の達成状況を確認する年である。 

「計画期間」としては、将来像として人口が２０％以上減少し高齢化が進展

すると予想される２０５０年（令和３２年）までを持続可能な都市の実現を目

指す「計画期間」として位置づけ、都市機能及び居住の誘導を進めることとす

る。 

なお、目標値の達成状況確認とその取りまとめについては、２０２６年（令

和８年）９月末頃に公表される予定の２０２５年（令和７年）の国勢調査結果

を用い、２０２６年度（令和８年度）末までに行う。 

図 本計画 Ｐ．３５ 



2 

 

また、今後においては概ね５年ごとに目標値の達成状況を確認しつつ、その

他社会情勢の変化を捉えながら、２０５０年（令和３２年）の都市の姿を見据

えた本計画について修正が必要となった場合に適宜見直すものとする。 

 

以 上 


